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日

次

序
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一
、
過
税
制
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
と
疑
問

二
、
一
州
一
徴
過
税
制
度

ω有
無
考
証

三
、
一
州
一
徴
過
税
制
度
の
実
態

紅j

語

両
税
法
以
来
、
坐
買
に
対
す
る
課
税
は
戸
対
象
資
産
対
応
の
原
則
に
立
つ
両
税
法
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
た
が
、
客
販
を
主
と
す
る
客
商
に

対
す
る
課
税
は
、
そ
の
対
象
資
産
が
一
戸
の
在
籍
地
で
把
え
難
い
関
係
土
、
販
売
商
品
資
産
を
対
象
と
し
て
そ
の
流
通
過
程
に
於
い
て
徴
収
す
る

事
と
な
る
。
か
く
し
て
設
定
さ
れ
た
主
と
し
て
客
商
の
流
通
商
品
を
対
象
と
す
る
税
が
商
税
で
あ
る
。
五
代
以
来
、
商
説
に
は
二
通
り
の
呼
称

の
も
の
が
現
わ
れ
、
搬
入
し
来
っ
た
都
市
で
販
売
す
る
場
合
に
は
、
坐
賓
の
両
税
負
担
額
と
の
平
衡
を
考
慮
し
た
住
説
が
徴
収
3
れ
、
販
売
都

市
ま
で
の
輸
送
途
次
の
都
市
や
交
通
要
衝
等
で
は
過
税
が
徴
収
さ
れ
る
。
時
人
は
此
の
二
通
り
の
商
税
に
就
い
て
、
住
税
は
販
売
利
益
が
あ
る

か
ら
当
然
の
課
税
で
あ
る
が
、
過
税
は
商
品
が
移
動
し
た
だ
け
で
利
益
も
不
明
な
の
に
そ
れ
を
徴
収
す
る
の
は
不
当
だ
と
の
説
を
述
べ
て
い

北
宋
の
過
税
制
度
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i¥ 

る
。
例
え
ば
、
馬
端
臨
は
文
献
通
考
征
権
考
一
の
按
文
の
中
で
、
牛
馬
の
通
過
税
を
論
評
し
、
「
按
、
理
売
而
有
税
理
也
。

経
過
而
有
税
非
理

也
。
観
此
則
其
来
己
久
。
市
牛
畜
之
外
、
蝕
物
倶
有
過
税
。
商
旅
安
得
願
出
其
塗
乎
」
と
過
税
を
非
難
し
て
い
る
。
思
う
に
、
住
税
は
財
政
的

必
要
性
と
課
税
の
正
当
性
と
が
合
致
し
た
妥
当
な
課
税
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
過
税
の
方
は
財
政
的
必
要
性
の
み
が
強
調
さ
れ
た
悪
税
と

し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
古
来
、
通
過
税
は
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
悪
税
で
あ
っ
た
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
。
拙

稿
は
、
此
の
悪
税
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
過
税
に
就
い
て
、
中
央
集
権
統
一
王
朝
た
る
北
宋
時
代
に
於
い
て
は
、
少
く
と
も
そ
の
害
を
緩
和

す
べ
き
何
等
か
の
過
税
制
限
の
制
度
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
過
税
制
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
と
凝
問

都
市
内
に
於
け
る
客
商
の
販
売
商
品
を
対
象
と
す
る
住
税
や
、
城
門
・
橋
梁
・
関
・
堰
壊
・
津
渡
・
州
境
等
に
於
け
る
通
過
商
品
在
対
象
と

す
る
過
税
の
起
原
は
、
課
税
方
法
と
し
て
は
古
代
に
遡
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
「
住
税
」
「
過
税
」
と
呼
称
さ
れ
る
税
自
に
な
っ
た
の
は

五
代
か
ら
で
あ
る
。
北
宋
は
、
此
の
課
税
方
法
を
何
等
か
の
形
で
整
備
し
た
も
の
で
ゐ
る
。
此
の
宋
代
の
住
税
・
過
税
の
制
度
即
わ
ち
商
税
制

度
に
就
い
て
は
、
加
藤
繁
博
士
の
綜
合
的
研
究
が
あ
り
、
此
の
制
度
の
大
綱
は
容
易
に
窺
え
る
所
と
な
っ
て
い

μ
。
叉
、
最
近
梅
原
都
民
も

「
宋
代
商
税
制
度
補
説
」
を
出
さ
市
）
加
藤
博
士
の
適
さ
れ
た
大
綱
の
支
脈
を
掘
り
下
げ
て
研
究
し
、
殊
に
住
税
の
諸
様
態
の
合
理
的
解
釈
に

新
説
を
出
し
て
い
ら
れ
る
。
商
税
制
度
の
静
態
的
構
造
の
大
系
は
凡
そ
究
明
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
内
地
の
商
品
移
動

の
実
情
を
商
税
制
度
と
商
税
史
料
を
通
じ
て
間
接
的
に
で
も
追
求
し
よ
う
と
す
る
と
、
商
税
制
度
に
就
い
て
疑
問
な
点
が
湧
い
て
来
て
、
特
に

過
税
制
度
に
就
い
て
甚
だ
し
い
。
よ
っ
て
先
づ
従
来
明
き
ら
か
に
さ
れ
た
過
税
制
度
に
就
い
て
簡
単
に
述
べ
、
併
せ
て
そ
の
疑
問
点
を
挙
げ
よ

ヤ勺
J

。過
税
は
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
か
。

宋
史
食
貨
志
は
そ
の
大
綱
に
就
い
て
は
、
「
商
税
。

凡
州
鯨
皆
置
務
。

闘
鎮
亦
或
有
之
。



・
：
（
申
略
）
：
：
：
、
行
者
資
貨
。
調
之
過
税
。
毎
千
銭
算
二
十
。
居
者
市
費
。

調
之
住
税
。
毎
千
銭
算
三
十
。
大
約
如
比
。

然
無
定
制
」
と
述

べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
此
の
記
事
か
ら
見
る
と
国
内
の
州
治
・
県
治
・
鎮
な
ど
大
小
都
市
の
大
部
分
や
関
な
ど
の
交
通
要
衝
に
商
税
徴
収
の

為
の
商
税
務
が
置
か
れ
て
い
て
、
商
人
が
そ
の
商
税
務
を
通
過
す
る
度
ぴ
に
、

そ
の
持
参
商
品
の
価
格
に
対
し
大
略
千
分
の
二
十
の
過
税
を
徴

収
し
て
い
た
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
叉
、
宋
会
要
輯
稿
食
貨
一
五
の
全
国
都
市
に
渉
る
商
税
額
統
計
に
も
、
都
城
・
府
城
・
州
城
・
県
・
関
・
鎮

等
の
商
税
額
の
外
に
、
行
政
単
位
に
も
な
ら
ぬ
市
・
鋪
・
店
・
駅
・
村
・
岸
・
庄
・
口
等
の
小
村
落
都
市
の
商
税
額
が
事
細
か
に
記
載
さ
れ
て

い
る
の
を
見
る
。
宋
史
の
商
税
制
大
綱
と
宋
会
要
の
此
の
詳
細
な
商
税
額
統
計
と
を
参
照
す
る
と
、

一
見
、
過
税
は
都
城
・
州
・
県
等
の
大
都

市
を
始
め
、
村
落
都
市
に
至
る
ま
で
、
商
品
が
通
過
す
る
度
ぴ
に
徴
収
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
悪
く
す
る
と
、
商
人
は
一
州
内
を
通
過

し
た
だ
け
で
、

一
ケ
所
の
州
治
税
務
の
過
税
や
数
ケ
所
の
県
治
税
務
の
過
税
や
更
に
は
数
ケ
所
の
鎮
以
下
小
都
市
税
務
の
過
税
等
を
多
数
回
に

渉
っ
て
徴
収
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
幻
想
に
陥
る
。

一
州
内
を
通
過
す
る
道
路
の
沿
線
に
は
、
大
抵
州
治
税
務
を
始
め
十
ケ
所
近
く
の
税

務
が
あ
る
か
ら
、
商
品
は
一
州
を
通
過
し
た
だ
け
で
二
割
前
後
の
過
税
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
数
州
も
移
動
す
れ
ば
、
過
税
だ
け
で
商

品
価
格
が
二
倍
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
も
重
い
過
税
で
商
品
が
動
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
此
の
過
税
過
重
の
懸
念
は
杷
憂

で、
I
実
際
は
小
村
落
都
市
税
務
に
は
住
税
徴
収
専
門
の
も
の
が
多
い
ら
し
く
、
従
っ
て
過
税
徴
収
税
務
は
減
少
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と
も

か
く
一
州
通
過
だ
け
で
二
割
の
過
税
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
税
を
徴
収
す
る
税
務
が
ど
の
程
度
に
一
州
内

に
分
布
し
て
い
た
の
か
は
全
く
判
明
し
て
い
な
い
。

加
藤
障
士
は
、
此
の
過
税
徴
収
の
頻
度
に
就
い
て
、
「
州
・
県
・
釦
・
市
な
ど
各
地
方
の
大
小
都
市
に
場
務
が
設
け
ら
れ
、
商
人
は
通
常
幾
処

か
の
場
務
を
通
過
し
、
従
っ
て
同
じ
物
貨
に
対
し
て
幾
た
び
か
過
税
を
徴
収
せ
ら
れ
た
の
で
あ
託
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

過
税
徴
収
の
頻
度
に
就
い
て
は
ど
の
程
度
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
市
」
な
ど
の
小
都
市
を
挙
げ
ら
れ
、

E
つ

「
幾
処
か
の
場
務
」
「
幾
た
び
か
過
税
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
見
る
と
、
此
の
慎
重
な
表
現
に
も
拘
わ
ら
ず
、

一
州
内
通
過
だ
け
で
相
当

北

宋

の

過

税

制

度
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四

回
数
の
過
税
を
徴
収
さ
れ
る
も
の
と
漠
然
と
考
慮
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
青
山
教
授
も
「
関
津
」
を
中
心
と
さ
れ
る
商
税
の
研
究
に

於
い
て
、
「
過
税
は
関
・
津
・
州
・
県
・
鎮
・
鋪
等
を
通
過
す
る
商
品
に
課
さ
れ
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
関
津
等
の
交
通
要
衝
や
鋪
等

の
小
都
市
を
例
と
し
て
加
え
て
い
ら
れ
る
点
か
ら
見
る
と
、
加
藤
博
士
に
な
ら
っ
て
、
過
税
徴
収
の
頻
度
に
就
い
て
は
そ
う
深
く
考
え
て
い
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
、
明
代
の
商
税
を
研
究
さ
れ
た
佐
久
間
民
も
、
此
の
点
に
就
い
て
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
最
近
発
表
の

梅
原
民
の
説
で
は
、
此
の
過
税
頻
度
過
重
の
問
題
を
過
税
一
括
納
入
の
方
法
た
る
「
長
引
制
度
」
の
税
額
割
引
の
実
施
に
よ
っ
て
緩
和
し
た
一

例
を
挙
げ
て
い
ら
れ
ふ
料
、
此
れ
は
限
ら
れ
た
商
品
や
限
ら
れ
た
地
域
か
ら
の
遠
方
輸
送
の
為
に
特
に
方
便
と
し
て
取
ら
れ
た
措
置
で
あ
り
、

長
引
の
多
く
は
通
過
税
務
の
過
税
額
を
割
引
無
し
に
合
計
し
た
総
額
を
支
払
う
も
の
で
あ
る
事
を
参
照
す
る
と
、
此
の
一
般
的
な
過
税
頻
度
過

重
問
題
を
説
明
す
る
鍵
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
全
圏
内
の
過
税
徴
収
の
頻
度
、
即
わ
ち
分
解
す
れ
ば
、

一
州
内
の
過
税
徴
収
の
回
数
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
大
小

都
市
を
間
わ
ず
税
務
の
有
る
所
は
す
べ
て
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
の
か
。
或
い
は
鎮
以
上
、
叉
は
県
以
上
の
税
務
の
み
に
過
税
徴
収
を
制
限
し

て
い
た
の
か
。
或
い
は
も
っ
と
外
の
過
税
徴
収
制
限
の
制
度
が
あ
っ
た
の
か
。
此
の
過
税
制
度
の
核
心
と
な
る
頻
度
の
点
に
就
い
て
判
明
し
な

い
限
り
、
過
税
徴
収
頻
度
過
濯
の
幻
想
の
震
は
晴
れ
な
い
。

此
の
過
税
頻
度
の
疑
問
を
掘
下
げ
る
と
同
時
に
、
問
題
点
を
縮
少
し
且
つ
問
題
解
決
の
手
掛
り
と
し
て
も
役
立
つ
具
体
的
な
例
と
し
て
宋
会

要
の
商
税
額
統
計
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
此
の
検
討
か
ら
過
税
徴
収
税
務
分
布
の
状
態
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
商
税
額
は
住
税
と
過

税
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
、
先
っ
そ
の
両
者
を
分
割
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
過
税
だ
け
を
抽
出
し
て
税
務
毎
に
比
較
す
る
の
は
当
面
不
可
能

で
あ
る
か
ら
、
過
税
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
商
税
務
の
説
額
を
取
上
げ
る
。
そ
れ
に
は
震
要
交
通
路
線
上
の
税
務
の
税
額

が
最
も
適
当
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
此
れ
等
の
交
通
路
線
上
の
都
市
税
務
に
於
い
て
は
、

そ
の
都
市
内
で
販
売
さ
れ
る
商
品
の
住
税
よ
り
も
、

そ
の
都
市
を
通
過
す
る
商
品
の
過
税
の
比
重
が
霊
く
な
る
か
ら
、
最
も
端
的
に
過
税
の
影
響
を
商
税
額
の
面
に
表
わ
す
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
極



端
に
言
え
ば
、
若
し
交
通
路
線
に
沿
う
過
税
徴
収
税
務
が
鎮
以
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
市
規
模
の
格
差
に
よ
る
州
治
・
県
治
・
鎮
等
の
閣
の
住

税
額
の
差
は
相
当
大
き
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

一
貫
し
て
交
通
路
線
ぞ
通
過
す
る
大
量
商
品
の
過
税
額
が
州
治
・
県
治
・
鎮

等
で
同
額
に
近
い
為
め
、
過
税
額
が
相
当
な
都
市
間
住
税
額
の
差
を
圧
し
て
、

そ
の
結
果
交
通
路
線
上
の
諸
都
市
で
は
比
較
的
一
貫
し
た
商
税

額
が
並
び
そ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
叉
、
若
し
過
税
徴
収
税
務
が
県
治
以
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
県
治
以
上
の
都
市
税
務
の
商

税
額
の
聞
に
比
較
的
一
貫
し
た
税
額
が
並
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
交
通
路
線
と
し
て
北
米
時
代
中
国
南
北
交
通
の
大
動
脈
た
る
沖
河

路
の
沿
線
諸
都
市
商
税
額
を
取
上
げ
る
。
此
の
商
税
額
の
分
析
に
よ
っ
て
、
過
税
が
商
税
額
全
体
に
与
え
る
影
響
が
ど
の
程
度
の
都
市
に
大
き

く
現
わ
れ
る
か
が
判
明
し
、
従
っ
て
過
税
徴
収
は
ど
の
程
度
の
都
市
税
務
で
行
わ
れ
て
い
た
顔
度
の
も
の
な
の
か
を
見
出
し
得
る
と
思
う
。
作

河
路
沿
線
諸
都
市
の
商
税
額
を
南
か
ら
北
へ
表
示
す
る
と
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。

（第一表） r下河路沿線諸都市商税額表

（照寧十年統計・文以下回捨豆入）

都市名l副署するi商税縦 i備 考

澗 リH 澗 リ・11

虹 県 f百 1-1・1 2,043 

霊墜県 ，， ，， 2,157 

静安鋲 ，， ，， 

日新 県 ，， ，， 

結’ リii ，， ，， 

柳子鎮 ，， ，， 871 

臨換県 ，， ，， 

'.Il 

州 fド河永減県 Eき 1-li 7, IL治沿わず

賢官 県 ，， ，， 

費F陽鎮 ，， ，， 

下邑県 m京附 1, 

穀熟県 ，， 
” 

1,675 

南京府 ，， ，， 27,886 

寧陵県 ，， ，， 3,723 

褒巴県 開封府 7,815 

務郎県 ，， ，， 13,527 

陳留 県 ，， ／／ 6,768 

利i 域 ，， ，， 的日791
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比
の
表
を
見
る
と
、
商
税
額
は
州
治
・
県
治
・
鎮
の
順
序
で
落
差
が
甚
だ
し
い
の
に
気
附
く
。
県
治
の
税
額
は
大
県
た
る
開
封
府
内
の
諸
県

や
事
州
の
永
城
県
を
除
く
と
、
他
は
凡
そ
年
額
千
五
百
貫
か
ら
二
千
貫
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
州
治
の
税
額
は
一
万
五
千
貫
か

ら
二
万
貫
以
上
で
、
県
治
税
額
の
十
倍
に
も
達
し
て
い
る
。
鎮
に
至
つ
て
は
更
に
少
い
。

こ
れ
で
は
、
初
に
予
想
し
た
よ
う
な
鎮
以
上
諸
都
市

商
税
額
の
過
税
に
よ
る
一
貫
性
ゃ
、
県
以
上
諸
都
市
商
税
額
の
一
貫
性
等
は
全
く
見
出
し
得
な
い
。
見
出
せ
る
の
は
州
治
毎
・
県
治
毎
の
一
貫

性
だ
け
で
、

そ
れ
等
の
額
は
甚
だ
し
い
落
差
で
断
絶
し
て
い
る
。
此
の
落
差
は
何
と
解
釈
す
べ
、
き
で
あ
ろ
う
か
。
過
税
徴
収
税
務
は
鎮
以
上
で

あ
る
と
か
県
以
上
で
あ
る
と
か
、
過
税
徴
収
の
頻
度
に
関
す
る
手
掛
り
は
俄
に
出
て
来
そ
う
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
鎮
或
い
は
県
以
上
の
都
市
税
務
が
商
品
通
過
の
度
ぴ
毎
に
過
税
を
徴
収
し
た
と
す
る
従
来
の
漠
然
と
し
た
過
税
解
釈
を
前

提
と
す
る
と
、
此
の
表
に
よ
り
手
掛
り
と
な
る
問
題
点
が
二
つ
見
出
さ
れ
る

o
Hは
州
治
税
務
の
県
治
説
務
に
対
す
る
十
倍
の
税
額
は
、
主
に

住
税
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
外
な
い
が
、

そ
れ
で
妥
当
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
同
は
年
額
平
均
千
五
百
貫
の
県
治
税
務
税
額
の
一
貫
性
を
基

準
と
し
て
、
過
税
徴
収
税
務
を
県
治
以
上
に
固
定
出
来
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
先
づ
、
州
治
の
県
治
に
対
す
る
十
倍
の
税
額
が
州
治
で

販
売
消
費
さ
れ
る
商
品
の
住
税
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
就
い
て
考
察
す
る
と
、
此
の
為
め
に
は
、
川
州
治
の
人
口
と
商
品
消
費
量

は
県
治
の
十
倍
以
上
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
州
治
で
販
売
消
費
さ
れ
る
商
品
は
作
河
に
沿
っ
た
他
の
州
県
税
務
を
通
過
し
た
も
の

で
は
な
く
、
州
治
の
周
囲
や
作
河
の
背
後
地
か
ら
流
入
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
川
口
作
河
背
後
地
よ
り
州
治
に
流
入
す
る
商
品
量
に
比

べ
、
作
河
路
を
一
貫
し
て
通
過
す
る
商
品
量
は
l
一
叩
程
度
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
け
の
条
件
に
至
つ
て
は
、
自
ら
作
河
路
の
重
要
性
を
背
後
地
交
通
路
線
以
下
に
落
と
す
も
の
で
全
く
認
め
難
い
。
此
の
よ
う
に
考
察

し
て
み
る
と
、
州
治
の
税
額
が
県
治
の
十
倍
に
達
し
て
い
る
の
は
、
州
治
の
住
税
に
よ
る
も
の
と
は
到
底
考
え
難
い
事
が
わ
か
る
。
住
税
で
無

い
と
す
れ
ば
過
税
の
筈
で
あ
り
、

そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
次
は
県
治
税
務
平
均
税
額
千
五
百
買
を
基
準
と
し
て
、
過
税
徴
収
税

務
を
少
く
と
も
県
治
税
務
以
上
に
固
定
出
来
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
県
治
税
務
の
平
均
税
額
千
五
百
貫
は
、
勿
論
そ
の
中
に
県
治
内
販



売
商
品
の
住
税
を
相
当
含
む
も
の
で
あ
る
が
、

一
歩
譲
っ
て
比
の
税
額
を
一
応
過
税
中
心
で
あ
っ
た
と
見
倣
す
と
、
そ
の
税
額
の
逆
算
か
ら
、

県
冶
を
通
過
し
且
つ
沖
河
路
を
一
貫
し
て
通
過
し
た
商
品
の
総
価
格
が
算
出
さ
れ
る
。
即
わ
ら
、

戸
（
）

0
0

〔
（

3
0
0
1
Q
）
×

N
O
l

〈
吋
u
b
o
o
u

の
式
で
計
算
さ
れ
る
。

α
は
住
税
額
を
一
本
し
、

5
0
0
＼

N
O

は
過
税
率
の
逆
数
で
あ
る
。
住
税
額
が

多
け
れ
ば
、
通
過
商
品
の
総
価
格
は
遥
に
少
く
な
る
。
今
、
最
大
に
譲
歩
し
て
、
住
税
額
を
0
と
し
て
一
日
当
り
の
作
河
路
通
過
商
品
価
格
を

作
河
路
通
過
商
品
の
総
価
格
は
、

算
定
す
る
と
、

額
は
含
む
も
の
でハ
あ（司
る旦己。g

¥.J.) 

0、、n
II 

¥.J 

で
二
百
貫
強
と
な
る
。
此
の
数
字
は
非
課
税
品
を
除
く
商
品
の
額
で
あ
る
が
、
長
引
法
に
よ
る
商
税

一
日
に
し
て
片
道
僅
か
百
貫
の
商
品
流
通
、
絹
な
ら
一
人
で
担
い
で
行
け
る
商
品
通
過
額
で
、
作
河
路
が
南
北
交
通

の
大
動
脈
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
る
と
、
作
河
路
に
は
州
治
・
県
治
・
鎮
等
の
商
税
務
が
あ
る
が
、
県
治
税
務
で

す
ら
も
通
過
商
品
に
対
し
て
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
と
い
う
結
論
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
県
治
で
過
税
を
徴
収
し
な
い
と
す

ヲ

Q
L」、

こ
れ
は
宋
史
の
商
説
記
述
等
を
基
と
す
る
従
来
の
過
税
解
釈
に
反
す
る
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
宋
会
要
商
税
額
統
計
を
作
河
路
沿
線
諸
都
市
税
額
に
就
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
州
治
税
務
の
過
大
な
税
額
に
就
い
て
は
、
そ

れ
が
住
税
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
と
、
県
治
の
少
い
税
額
に
就
い
て
は
1

商
品
が
税
務
を
通
過
す
る
度
び
に
過
税
を
徴
収

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
。
比
の
州
治
税
額
の
過
大
と
県
治
税
額
の
過
少
と
い
う
現
象
か
ら

見
出
さ
れ
た
ニ
つ
の
結
論
は
、
ど
の
よ
う
に
結
び
合
わ
さ
れ
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
言
す
る
と
、
通
過
商
品
の
過

税
は
県
治
以
下
税
務
で
は
徴
収
さ
れ
ず
、
州
治
税
務
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。

一一、
一
州
一
徴
過
税
制
度
の
有
無
考
証

北
宋
過
税
の
疑
問
点
を
追
求
し
た
過
程
を
振
返
っ
て
み
る
と
、

過
税
徴
収
頻
度
と
い
う
問
題
の
解
決
の
為
め
に
は
、

宋
史
食
貨
志
の
「
商

説
。
凡
州
鯨
皆
置
務
。
闘
鎮
亦
或
有
之
」
と
の
間
接
的
略
述
記
事
を
考
察
の
基
礎
と
し
て
い
た
の
で
は
駄
白
で
、
宋
会
要
食
貨
の
商
税
統
計
の

北
宋
の
過
税
制
度

/¥. 
七



北

宋

の

遇

税

制

度

i¥. 
λ 

分
析
の
外
に
も
、
も
っ
と
直
接
的
史
料
に
よ
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
事
は
明
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
の
手
掛
り
と
な
る
史
料
と
し

て
、
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
淳
化
二
年
二
月
二
十
日
の
記
事
を
掲
げ
よ
う
。

詔
、
楊
潤
常
三
州
、
商
税
取
算
外
、
境
上
叉
倍
征
者
、
自
今
止
得
一
度
収
税
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
此
の
記
事
は
、
水
路
商
販
の
船
舶
が
楊
・
潤
・
常
州
等
の
商
税
を
納
入
し
、
次
い
で
他
州
に
出
よ
う
と
す
る
と
、

そ
れ
ら
の
州
の
境
界
に
あ
る
商
税
務
で
叉
商
税
を
徴
収
さ
れ
る
状
態
を
述
べ
、

一
州
毎
に
併
せ
て
二
度
も
徴
税
さ
れ
て
は
利
益
が
少
い
か
ら
、

今
後
は
只
一
度
だ
け
商
税
を
徴
収
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
命
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
二
度
の
商
税
の
中
に
は
「
抽
解
」
も
含
ま
れ
る
か
と
考

え
ら
れ
る
が
、
南
海
貿
易
品
の
抽
解
は
市
舶
司
で
徴
収
さ
れ
、
内
地
商
品
の
抽
解
は
竹
木
・
炭
等
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
二
度
と
も
過
税

が
主
た
る
も
の
に
相
違
な
い
。
従
来
の
解
釈
に
従
え
ば
、
過
税
な
ら
商
説
務
の
有
る
所
で
商
品
の
通
過
す
る
度
ぴ
毎
に
徴
収
す
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
此
の
三
州
と
て
も
、
州
治
税
務
や
州
境
に
近
い
県
鎮
税
務
で
二
度
や
三
度
位
過
税
を
徴
収
し
て
も
当
然
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
市
る
に

此
の
詔
は
「
自
今
止
得
一
度
収
税
」
と
て
只
一
度
だ
け
過
税
を
徴
収
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
市
も
此
の
只
一
度
と
は
、
各
州
共
一
州
内
一

度
だ
け
過
税
徴
収
す
る
意
味
に
解
す
る
外
は
な
い
。
先
頃
よ
り
宋
会
要
商
税
額
統
計
を
検
討
し
て
、
お
ぼ
ろ
気
な
が
ら
推
察
さ
れ
た
事
で
は
あ

る
が
、
此
の
記
事
は
正
に
過
税
を
一
州
一
徴
に
制
限
し
た
史
料
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
詔
に
は
特
例
の
も
の
も
間
々
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
従
来
の
過
税
概
念
と
は
何
と
異
る
過
税
制
限
の
措
置
で
は
な
か
ろ
う
か
。
淳
佑
二
年
と
は
北
宋
初
期
で
あ
り
、
外
に
も
此
の
よ
う
な
過
税
制

限
の
記
事
が
北
宋
初
期
に
散
見
さ
れ
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
北
宋
の
過
税
制
限
制
度
へ
の
着
手
は
極
く
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。

此
の
一
州
一
徴
過
税
制
度
の
設
定
を
背
景
に
し
て
北
宋
の
過
税
史
料
を
見
る
と
、
従
来
の
過
税
解
釈
で
は
不
可
思
議
な
震
に
包
ま
れ
て
い
た
事

実
が
鮮
か
に
浮
か
び
上
っ
て
来
る
点
が
多
い
。
そ
の
良
い
例
は
、
第
一
章
で
考
察
し
た
作
河
路
商
税
額
表
に
於
け
る
州
治
税
務
の
過
大
税
額
と

県
治
以
下
説
務
の
過
少
税
額
と
の
現
象
で
、

こ
れ
は
州
治
の
み
で
一
州
内
の
過
税
を
徴
収
し
県
治
以
下
で
は
徴
収
し
な
い
と
い
う
一
州
一
徴
原

則
を
取
入
れ
て
解
釈
す
る
と
、
そ
の
疑
問
点
は
全
く
合
理
的
に
理
解
出
来
る
。
例
外
と
し
て
の
事
州
永
城
県
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
で
は
、



今
ま
で
の
検
討
で
明
き
ら
か
に
杏
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
北
宋
の
一
州
一
徴
過
税
制
度
の
存
在
の
有
無
を
諸
方
面
よ
り
考
察
し
よ
う
。

北
宋
の
過
税
が
一
州
一
徴
原
別
で
あ
っ
た
事
を
大
綱
解
説
的
に
述
べ
た
史
料
は
、
管
見
の
所
、
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、

一
州
一
徴
で
あ
っ

た
事
を
一
示
す
事
実
的
個
別
的
な
史
料
は
相
当
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
都
城
所
在
地
た
る
開
封
府
の
一
府
一
徴
過
税
原
則
を
詳
細
且
つ
明
確
に
伝

ぇ

詔記
、事

自が
今特
民に
販優
生れ
鉄て
器い
上る
京

即
所わ
経 ち

霊宋
霊童
雑食
物質
例一
関七

報裏
上雑
京録
送天
納聖
渦，＼ノ、

鎮年
。七

若ー月
IトZの
於記
府事
界 t乙
県

書
並
t』

寸コ
本
県
収
納
過
税
給
付
F、‘:.A 

引
、
至
所
到
県
鎮
住
売
、
別
収
住
税
。
時
有
商
人
白
磁
州
販
曹
鉄
器
経
過
府
界
諸
県
。
而
無
牧
税
之
例
。
故
商
税
院
言
而
条
約
之
。

と
あ
る
の
が
好
個
の
史
料
で
あ
る
。
此
の
記
事
に
就
い
て
説
明
す
る
と
、
河
北
の
磁
州
か
ら
生
鉄
の
器
物
を
携
え
て
開
封
府
へ
販
売
に
来
る
商

人
に
対
す
る
商
税
の
徴
収
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
事
と
し
て
、
開
封
府
に
入
っ
て
来
る
商
品
に
は
二
通
り

の
過
税
徴
収
方
法
が
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
点
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
、

「
民
販
生
鉄
器
上
京
、
所
経
県
鎮
依
諸
雑
物
例
関
報
、
上
京
送

納
税
銭
」
の
文
で
わ
か
る
よ
う
に
、
入
っ
て
来
る
鉄
器
が
最
初
か
ら
開
封
府
内
の
市
も
都
城
内
の
み
で
販
売
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
が
判
明
し

て
い
る
場
合
で
、
通
過
す
る
開
封
府
内
の
県
鎮
税
務
で
は
過
税
を
徴
収
せ
ず
、
通
過
し
た
商
人
の
姓
名
や
鉄
器
の
数
量
等
を
都
城
商
税
院
に
通

報
し
、
や
が
て
鉄
器
が
都
城
に
到
着
し
た
際
に
開
封
府
の
過
税
を
徴
収
す
る
方
法
で
あ
る
。
勿
論
此
の
場
合
に
は
、
過
税
と
併
せ
て
都
城
の
住

税
を
も
徴
収
す
る
。
叉
、
第
二
の
も
の
は
、

「
若
止
於
府
界
県
鎮
貨
売
、
並
令
本
県
収
納
過
税
給
付
公
引
、
至
所
到
県
鎮
住
売
、
別
収
住
税
」

の
文
で
わ
か
る
よ
う
に
、
鉄
器
が
都
城
内
で
は
な
く
開
封
府
内
県
鎮
で
売
ら
れ
る
場
合
で
、
此
の
時
に
は
、
鉄
器
の
経
過
す
る
開
封
府
内
の
最

初
の
県
に
於
い
て
開
封
府
の
過
税
を
徴
収
し
、
過
税
徴
収
済
証
明
書
と
し
て
の
公
引
を
給
付
す
る
方
法
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
は
商
人
は
一
度

び
過
税
を
納
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
開
封
府
内
で
は
ど
の
県
鎮
に
於
い
て
も
そ
の
中
で
販
売
す
る
鉄
器
の
住
税
だ
け
を
納
入
し
さ
え
す

れ
ば
自
由
に
販
売
出
来
る
わ
け
で
、
た
と
え
都
城
内
に
入
っ
て
も
住
税
さ
え
納
入
す
れ
ば
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
開
封
府
内
の

流
入
商
品
に
対
す
る
過
税
徴
収
方
法
に
は
、
商
品
の
移
動
状
態
を
探
知
す
る
関
報
手
続
を
経
た
都
域
内
徴
収
と
、
開
封
府
境
県
鎮
に
於
け
る
聞

北

宋

の

過

税

制

度

入
九
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時
徴
収
と
の
二
通
り
の
も
の
が
あ
り
、
商
人
は
そ
の
ど
ち
ら
か
一
万
の
過
税
納
入
手
続
を
一
度
だ
け
果
し
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
で
、
決
し
て
府

境
と
都
城
と
の
二
度
に
渉
っ
て
過
税
を
徴
収
さ
れ
る
事
は
無
い
。
勿
論
、
開
封
府
内
の
多
数
の
県
鎮
商
税
務
を
通
過
す
る
度
び
に
幾
度
で
も
過

税
を
徴
収
さ
れ
る
と
い
う
事
は
絶
対
に
無
い
。

比
の
府
内
一
徴
過
税
の
原
則
は
、

滋
州
か
ら
の
生
鉄
器
だ
け
に
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

「
依
請
雑
物
例
」
の
句
で
明
き
ら
か
な
如
く
、
専
売
品
を
除
く
他
の
一
般
商
品
を
対
象
と
し
て
従
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
府
内
一
徴
原
則
で
あ

っ
た
と
い
う
点
に
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
考
察
し
た
事
に
よ
っ
て
、
開
封
府
に
於
い
て
は
北
宋
の
初
期
か
ら
一
徴
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
判
明
し
た
と
思
う
。
此
の
一
徴
制

度
は
都
城
の
所
在
地
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
模
範
と
し
て
全
国
の
州
に
於
い
て
も
行
わ
れ
、

一
州
一
徴
過
税
制
度
と
も
称
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る

3

此
の
章
の
初
め
に
掲
げ
た
楊
潤
常
三
州
の
過
税
記
事
は
、

一
徴
制
度
地
方
普
及
の
好
個
の
例
で
、
州
峨
過
説
と
州
境
県
鎮
過
税
と
が
何

等
か
の
関
係
で
重
複
し
て
い
た
の
を
開
封
府
に
倣
っ
て
一
州
一
徴
に
改
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
此
の
楊
潤
常
三
州
等
の
よ
う
な
広

大
は
水
路
を
有
す
る
川
は
、
と
か
く
過
税
が
霊
複
し
易
か
っ
た
よ
う
で
、
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
藤
元
年
十
一
月
の
条
に
は
、
先
の
淳

佑
二
年
の
指
示
に
も
拘
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
此
の
地
方
に
は
一
州
二
度
の
過
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
よ
う
す
が
見
え
、
再
び
一
州
一
徴
た
る

事
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

駕
部
員
外
郎
張
紳
言
、

詑
海
客
旅
、
於
潤
州
及
住
程
州
軍
両
次
納
税
銭
。

必
恐
輿
販
少
利
。

乞
下
両
断
転
運
司
、

如
行
船
不
経
沿
路
地

分
、
只
納
一
処
税
銭
。
従
之
。

と
あ
る
記
事
が
そ
う
で
、
海
路
よ
り
河
川
を
経
て
販
売
す
る
中
国
或
い
は
外
国
の
商
人
は
、
船
舶
を
停
め
る
路
次
の
「
潤
州
及
住
程
州
軍
」
に

於
い
て
夫
々
一
州
内
二
度
づ
つ
の
商
税
を
納
入
し
利
益
少
い
事
実
を
述
べ
、
此
れ
を
他
の
「
行
船
不
経
沿
路
地
分
」
即
わ
ら
陸
路
地
分
に
倣
つ

て
一
州
一
度
過
税
に
し
た
い
と
請
い
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
記
事
の
「
只
納
一
処
税
銭
」
と
あ
る
句
の
意
味
を
、
潤
州
及
住
程
州

軍
数
州
分
の
過
税
を
併
せ
て
二
度
納
入
し
て
い
た
の
を
数
州
分
併
せ
て
一
度
に
し
た
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
、
淳
佑
二
年
の
例
か
ら
見
て
、



一
州
二
度
づ
つ
の
過
税
を
一
度
、
つ
つ
に
し
た
と
解
釈
す
る
外
な
い
。
叉
、

「
如
行
船
不
経
沿
路
地
分
」
と
あ
る
句
を
「
行
船
経
ざ
る
沿
路
地
分

の
如
き
は
」
と
読
み
、
行
船
が
停
泊
せ
ず
し
て
通
過
す
る
州
の
意
味
に
と
っ
て
、
通
過
し
た
州
の
み
一
州
一
徴
と
し
、
停
泊
し
た
州
は
二
徴
の

ま
ま
残
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
、
此
の
句
は
「
行
船
経
ざ
る
沿
路
地
分
の
知
く
」
と
読
み
、
行
船
の
経
過
し
な
い
地
分
即
わ
ち
陸
路

地
分
の
よ
う
に
一
徴
と
し
た
と
解
釈
す
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
一
州
二
徴
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
理
由
は
先
に
も
考
え
た
が
第
三
章
で
も
触
れ

て
み
た
い
。
と
も
か
く
、
此
の
請
に
よ
っ
て
、

一
州
一
徴
過
税
原
則
が
潤
州
等
に
で
も
再
確
認
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
の
他
の
陸
路
地

分
の
州
に
於
い
て
も
一
律
に
実
施
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。

一
徴
制
度
は
、
先
掲
の
開
封
府
過
税
史
料
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
徴
税
済
証
明
書
と
し
て
の
役
割
を
も
果
す
民
拠
の
制
度
に
よ
っ
て
裏
打
ち

公
拠
は
一
徴
制
度
に
立
脚
し
て
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
が
公
拠
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
容
易
に
脱
税
で
あ
る
事
が
識
別
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
而
も
此
の

一
州
単
位
が
普
通
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
此
の
一
州
単
位
公
拠
の
検
認
の
面
か
ら
も
一
徴
制
度
の

施
行
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
躍
五
年
九
月
の
記
事
が
あ
る
。
即
わ
ら
、

免
要
州
買
銀
税
銭
。
先
是
本
州
買
上
供
銀
。
旧
例
商
人
商
銀
入
城
者
、
毎
両
税
銭
四
百
五
十
文
足
。
如
無
隣
州
公
引
、
即
倍
税
之
。
以
是

商
人
間
干
復
版
腎
而
所
買
殊
少
。
転
運
使
以
為
請
、
而
有
是
命
。

と
あ
っ
て
、
銀
を
産
出
し
な
い
と
思
わ
れ
る
襲
州
城
で
の
銀
買
上
げ
に
当
り
。

当
然
周
辺
諸
州
か
ら
流
入
す
る
銀
に
隣
州
の
公
引
が
無
い
場

合
、
隣
品
川
の
脱
税
品
と
見
為
し
て
「
倍
税
」
を
課
し
た
記
事
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
「
隣
州
公
引
」
と
あ
っ
て
、
過
税
が
一
州
単
位
の
公
拠
に

よ
っ
て
一
州
一
徴
た
る
事
を
保
証
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。

一
般
的
に
一
徴
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
事
は
、
数
州
を
一
貫
し
て
通
過
す
る
商
品
の
過
税
徴
収
状
態
を
述
べ
た
記
事
を
通
じ
て
、
通
過
し
た

過
税
徴
収
税
務
の
数
を
数
え
る
事
に
よ
っ
て
も
間
接
的
に
証
明
し
得
る
。
浄
徳
集
巻
三
奏
乞
罷
権
名
山
等
三
底
茶
以
康
徳
津
亦
不
闘
備
謹
之
費

状
に
、
二
千
五
百
万
斤
に
上
る
四
川
茶
の
官
売
を
止
め
て
通
商
と
し
、
官
売
相
当
の
利
益
を
茶
の
通
商
に
よ
る
商
税
収
入
に
よ
っ
て
補
わ
ん
事

北
宋
の
過
税
制
’
度

九



北
宋
の
過
税
制
度

九

を
請
い
、

「
三
千
里
之
内
、
所
謂
住
税
翻
税
過
税
者
、
亦
可
得
五
十
高
貫
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
原
注
に
、

旧
例
住
税
毎
斤
六
文
、
客
人
買
出
翻
税
毎
斤
六
文
。
両
項
可
得
二
十
五
高
貫
。
所
過
場
務
遠
者
十
慮
、
近
者
三
両
庫
、
再
逮
者
四
五
庭

Q

過
税
毎
斤
収
二
文
。
五
場
共
計
十
文
。
叉
可
得
二
十
五
高
貫
。

と
あ
っ
て
、
四
川
茶
の
販
途
で
遠
い
も
の
は
十
処
の
税
務
を
通
過
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
が
重
要
な
点
で
あ
る
。
四
川
茶
の
宋
朝
領
域
内
販
路

で
通
商
時
代
最
も
遠
い
の
は
映
西
地
方
で
あ
っ
た
事
は
著
名
な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
此
の
名
山
茶
場
の
所
在
地
た
る
雅
州
名
山
県
か
ら
険
酉
に

入
る
ま
で
の
沿
路
州
数
を
数
え
て
み
る
と
、
雅
・
眉
・
成
都
・
漢
・
綿
・
剣
・
利
・
興
元
の
順
で
、
映
西
の
入
口
た
る
興
元
府
ま
で
八
州
で
あ

「
所
過
場
務
遠
者
十
鹿
」
の
文
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
此
の
四
川
通
商
茶
通
過
税
務
の
数
と
い
う
事
実
か
ら
見
る
と
、
四
川
に
於
い
て
も
一

徴
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
事
は
疑
い
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

り
同
様
に
通
過
税
務
数
を
数
え
得
る
記
事
と
し
て
、
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
聖
七
年
正
月
の
詳
細
な
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
長
文
な
も

の
で
あ
る
が
、

一
徴
制
度
の
実
情
を
示
す
点
に
於
い
て
、

先
掲
の
開
封
府
鉄
器
過
税
の
記
事
と
並
ん
で
決
定
的
に
重
要
な
の
で
詳
考
す
る
。

即
わ
ら准

南
江
断
荊
湖
制
置
司
言
、

「
民
楚
州
高
郵
軍
状
、

『
客
人
執
在
京
艇
貨
務
公
思
弁
無
為
箪
権
貨
務
文
帖
算
買
茶
貨
、
借
路
一
円
）
泊
民
一
楊
等

州
税
鏡
、
入
作
上
京
、
臨
却
逐
務
課
利
。
』
勘
会
、
客
人
算
買
山
場
権
務
茶
貨
、

橋
太
湖
茶
貨
、
乱
一
配
州
泥
水
阻
滞
車
牛
、
権
令
転
江
船
般
、
借
路
取
毘
楊
州
高
郵
軍
楚
泊
州
経
過
、
只
納
旧
路
虚
寿
等
州
一
路
税
銭
。
後

来
客
人
援
例
借
作
路
上
京
。
乞
下
三
司
定
奪
、
或
興
於
一
華
街
州
高
郵
軍
船
）
掴
宿
州
事
州
永
城
南
京
税
務
合
牧
税
銭
減
放
銭
数
、
令
客
人
正

元
無
借
帳
。

始
因
大
中
祥
符
中
客
人
買
販
斬
口
洗
馬
石

納
経
過
場
務
税
銭
、

更
不
立
借
路
名
目
。
」
三
司
看
詳
、

「
欲
乞
、
自
今
客
人
販
売
斬
口
太
湖
洗
馬
石
橋
無
為
軍
等
五
鹿
場
務
茶
貨
、
如

取
西
路
虚
寿
正
陽
等
州
軍
上
京
、
並
令
依
旧
送
納
本
路
税
銭
。
或
若
水
路
船
般
転
江
下
来
、
取
東
路
民
楊
州
高
郵
軍
楚
泊
州
宿
事
州
南
京

経
過
上
京
者
、
依
販
売
漢
陽
一
権
務
等
鹿
茶
例
、
並
依
経
過
去
鹿
正
収
税
艇
、

更
不
立
借
路
名
目
、

依
元
日
限
於
在
京
権
貨
務
送
納
乙
」
従



之。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
此
の
記
事
解
釈
の
為
め
に
知
っ
て
お
く
べ
き
背
震
と
し
て
次
の
事
柄
が
必
要
で
あ
る
。
山
当
時
の
茶
の
通
商
法
で
は
長

引
制
度
が
行
わ
れ
、
通
過
税
務
の
過
税
は
一
括
し
て
都
城
商
税
院
に
後
払
い
納
入
し
て
い
た
こ
と
。

ω通
過
税
務
に
於
い
て
は
そ
の
税
務
の
税

額
を
長
引
に
記
入
す
る
だ
け
で
、
過
税
銭
そ
の
も
の
は
直
接
徴
収
出
来
な
い
が
、
過
税
額
そ
の
も
の
は
、
本
来
な
ら
ば
該
税
務
で
徴
収
さ
る
べ

き
も
の
と
し
て
、
該
税
務
の
年
間
徴
収
税
額
の
中
に
算
入
さ
れ
、
そ
の
増
減
を
以
て
税
務
官
吏
の
成
績
査
定
を
行
っ
て
い
た
事
。

ω江
南
地
方

よ
り
都
城
に
至
る
に
は
水
路
た
る
東
路
と
陸
路
ぞ
含
む
西
路
と
の
二
道
が
あ
り
、
東
路
は
揚
子
江
を
離
れ
て
か
ら
、
真
州
・
揚
州
・
高
郵
軍
・

楚
州
・
沼
州
・
宿
州
・
事
州
・
南
京
府
の
八
州
を
通
過
し
て
開
封
府
に
達
し
、
西
路
は
無
為
箪
よ
り
虚
州
・
寿
州
・
頴
州
・
陳
州
の
四
州
を
通

過
し
て
開
封
府
に
達
す
る
事
。

此
等
の
背
景
に
立
っ
て
先
づ
此
の
記
事
内
容
を
考
え
、

そ
の
上
で
過
税
考
察
に
特
に
必
要
な
部
分
を
検
討
す

る
。
理
解
に
便
宜
な
順
序
で
記
事
内
容
を
整
理
す
る
と
、
的
無
為
軍
等
五
処
茶
場
の
茶
を
運
送
す
る
商
人
は
、
初
期
に
は
揚
子
江
北
岸
の
無
為

軍
よ
り
直
ち
に
北
行
す
る
西
路
を
通
過
し
て
い
た
が
、
大
中
祥
符
中
よ
り
陸
路
の
難
行
を
酌
ん
だ
政
府
の
特
別
配
慮
に
よ
っ
て
、
揚
子
江
を
東

行
し
て
真
州
に
入
る
東
路
を
利
用
し
て
も
そ
の
過
税
は
西
路
の
数
少
い
州
の
税
務
分
を
一
括
都
城
に
納
入
す
る
だ
け
で
良
い
と
認
め
ら
れ
て
い

た
。
酉
路
は
四
州
に
跨
る
だ
け
で
み
る
が
、
東
路
は
八
州
に
跨
る
か
ら
、
東
路
を
利
用
し
な
が
ら
西
路
分
の
過
税
納
入
で
良
い
の
は
相
当
な
利

益
で
あ
る
。
勿
論
、
東
路
を
利
用
し
た
西
路
分
の
税
額
は
西
路
四
州
税
務
の
徴
税
額
と
し
て
認
め
ら
れ
、
東
路
八
州
税
務
の
徴
税
額
と
は
な
ら

な
い
。
帥
東
路
を
通
過
し
な
が
ら
西
路
分
過
税
だ
け
で
良
い
と
い
う
「
借
路
名
目
」
の
特
典
利
用
は
、
や
が
て
元
来
か
ら
東
路
を
利
用
し
て
い

た
茶
商
人
の
聞
に
拡
ま
る
。
そ
の
結
果
、
東
路
八
州
税
務
の
茶
の
過
税
は
急
速
に
減
少
し
、
借
路
名
目
に
よ
っ
て
西
路
税
務
の
徴
税
額
に
算
入

ぶ
れ
て
東
路
と
西
路
税
務
閣
の
商
税
徴
収
成
績
査
定
の
上
に
不
平
等
を
来
し
、
か
く
の
如
く
制
置
茶
塩
司
を
介
し
て
弊
害
の
打
開
策
を
上
言
せ

し
め
る
。
付
制
置
茶
塩
司
は
、
借
路
名
目
の
弊
害
を
除
く
べ
く
、
東
路
入
州
税
務
の
過
税
額
を
割
引
し
で
も
良
い
か
ら
、
と
に
か
く
借
路
名
目

北

宋

の

過

税

制

度

九



北

宋

の

過

税

制

度

九
四

を
止
め
、
東
路
通
過
の
茶
商
に
は
東
路
税
務
分
過
税
を
都
商
税
院
に
一
括
納
入
さ
せ
、
東
路
八
州
税
務
の
税
額
を
確
保
さ
せ
て
欲
し
い
と
上
言

す
る
。
伺
三
司
は
制
置
茶
塩
司
の
土
言
を
検
討
し
た
結
果
、
西
路
通
過
は
従
前
の
ま
ま
で
問
題
な
い
と
し
、
東
路
に
就
い
て
は
茶
塩
司
の
要
望

通
り
一
切
借
路
名
目
を
廃
止
し
て
入
州
税
務
の
過
税
を
都
城
で
一
括
納
入
さ
せ
、
市
も
全
く
割
引
を
認
め
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
割
引
を
認

め
な
か
っ
た
の
は
、
無
為
軍
よ
り
も
道
か
揚
子
江
上
流
の
漢
陽
寧
権
貨
務
の
茶
で
も
、
そ
の
多
数
の
通
過
説
務
の
過
税
を
割
引
く
事
を
認
め
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

此
の
長
文
記
事
の
中
で
特
に
重
要
な
点
は
、
西
路
に
は
「
虚
・
寿
・
正
腸
等
州
軍
」
の
税
務
が
あ
り
、
東
路
に
は
「
民
・
楊
州
・
高
郵
軍
・

楚
・
四
・
宿
州
・
『
事
州
永
域
』
・
南
京
」
等
の
税
務
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
此
れ
等
の
税
務
は
二
見
州
内
に
於
け
る
有
名
な
税
務

と
し
て
各
州
内
に
含
ま
れ
る
沿
路
数
ケ
所
の
過
税
務
を
一
州
毎
に
ま
と
め
た
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
此
れ
等
の
句
を
詳
細
に

見
る
と
、
事
実
は
そ
う
で
な
く
反
っ
て
此
の
句
が
一
徴
制
度
を
証
明
す
る
決
定
的
な
役
割
を
果
す
事
に
気
附
く
。
先
つ
第
一
に
、
東
路
の
「
事

州
永
城
」
と
は
事
州
の
州
治
城
で
は
な
く
、
事
州
内
の
一
県
治
で
あ
る
事
が
重
要
で
あ
り
、
第
二
に
、
西
路
の
「
正
陽
等
州
軍
」
と
あ
る
正
陽

と
は
頴
州
頴
上
県
内
の
一
鎮
で
あ
る
事
が
重
要
で
あ
る
。
何
故
、
此
れ
等
の
微
々
た
る
一
県
や
一
鎮
が
諸
州
と
並
ん
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の

か

一
州
内
数
ケ
所
の
過
税
務
を
代
表
す
る
な
ら
、

当
然
事
州
或
い
は
頴
州
で
良
い
筈
で
あ
る
。

此
処
に
此
の
長
文
記
事
引
用
の
要
点
が
あ

る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
永
城
県
や
正
陽
鎮
は
夫
々
そ
の
州
内
一
の
交
通
要
衝
を
占
め
る
為
に
、
要
衝
よ
り
離
れ
た
州
治
か
ら
依
託
さ
れ
て

一
州
一
徴
過
税
を
徴
収
し
、
そ
の
結
果
税
額
も
多
額
と
な
り
重
要
過
税
務
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
州
の
場
合
、
州
治
は
作
河
か
ら
相
当
離

れ
て
い
る
し
、
頴
州
の
場
合
に
は
、
州
治
は
頴
水
の
中
流
に
位
置
す
る
の
に
対
し
正
陽
鎮
は
寿
州
と
の
境
に
あ
っ
て
而
も
頴
水
と
准
水
と
の
合

流
点
に
位
置
し
て
い
る
事
実
が
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宋
会
要
商
税
額
統
計
の
税
額
は
、
天
聖
七
年
の
商
税
額
情
勢
と
は
相
当
か
け
離
れ

た
照
寧
十
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
如
実
に
此
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。
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「第二表）

｜ 商 税 額 ！ 備 考 ｜

却 0411 I 

3 010 

1 9711 

4 094; 

6 768 

402,379 

所属する
州名

無為軍

f

J

1

 

4

f

 

J
7

，
岬
J

－
 ｛
 

リ

開封 IH

，， 

，， 

／／ 

，， 

II 

，， 

，， 

，， 

Pi~t 

寿

闘

相

隙

県

州

県

州

無為軍

正 陽 鋲

頴上県

万 ;if県

項域県

戚平県

隙留県

f
 
i
 

J
7
 

チI'!

都市名

成

奥

臆

慎

寿

穎

陳

河：

此
の
表
と
先
掲
の
第
一
表
と
を
参
照
す
る
と
、
第
一
表
の
事
州
永
城
県
と
第
二
表
の
頴
州
正
陽
鎖
と
の
税
額
は
、
共
に
県
や
鎮
の
中
小
都
市

で
あ
り
な
が
ら
、
県
鎮
税
額
の
水
準
た
る
千
五
百
貫
前
後
を
相
当
越
え
て
、
永
城
県
は
七
千
五
百
七
十
貫
、
正
陽
鎮
は
四
千
九
十
四
貫
の
額
に

達
し
て
い
る
事
ぞ
見
出
す
。
永
城
県
の
如
き
は
州
治
税
額
の
水
準
た
る
一
万
五
千
貫
の
半
ば
に
達
し
て
い
る
。
此
の
様
な
永
城
県
や
正
陽
鎮
の

る。 商
税
額
の
特
異
性
は
、
そ
の
所
属
す
る
州
内
諸
税
務
の
税
額
と
比
較
し
て
み
る
と
更
に
顕
著
に
現
わ
れ
る
。
即
わ
ら
、
第
三
表
・
第
四
表
で
あ

第
三
表
か
ら
見
れ
ば
、
永
城
県
税
務
の
税
額
は
州
治
税
務
の
税
額
を
大
幅
に
越
え
て
州
内
第
一
位
の
額
に
達
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
し
、
第

北

宋

の

過

税

制

度

ブ工
五



北
宋
の
過
税
制
度

事州内諸税務商税額茨

税 務 名 商 税額｜備 考

在 域 4,377 

谷陽県 564 

衛真県 1,680 

鹿邑県 4,547 

蒙城県 I, 785 

朗日 県 877 

永減県 7,570 

部域鎮 826 

蒙館鎮 356 

笥l陽鎮 392 

保安鎮 271 

薬埼務 254 

九
六

笠血血童盟理萌盟担蓋

税 務 名 ｜ 商税額｜備 考

在 域 3,916 , 

洗 fiB 県 I, 827 

万美子県 1,237 

頴上県 I, 934 

斤 f薄県

瀬口鎮 506 

永寧鎮 115 

正陽鎮 4,0守4

永安鎮 1,252 

界 O 鎮 836 

河 緩

会津門 176 

I可 渡 1,103 

王家市 371 

（豊三表）

油国主よ

四
表
か
ら
見
れ
ば
、
正
陽
鎮
税
務
の
税
額
も
是
れ
亦
州
治
税
務
の
税
額
を
凌
駕
し
て
州
内
第
一
位
の
額
に
達
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
此
れ
等

の
永
城
県
・
正
陽
鎮
税
務
商
税
額
の
対
州
外
比
較
及
び
対
州
内
比
較
か
ら
見
れ
ば
、
永
城
県
と
正
陽
鎮
が
交
通
要
衝
を
占
め
る
税
務
と
し
て
、

過
税
を
多
額
に
徴
収
し
て
い
た
事
は
明
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
市
も
そ
の
過
税
は
、
本
来
な
ら
ば
他
の
諸
州
の
如
く
、
州
治
説
務
の
徴
収
す
べ
き

一
州
一
徴
過
税
で
あ
る
が
、
州
治
税
務
が
そ
の
交
通
要
衝
に
無
い
の
で
、
州
治
税
務
か
ら
の
依
託
の
形
で
此
れ
等
県
鎮
税
務
が
徴
収
す
る
事
と

な
り
、
遂
に
は
各
々
州
の
代
表
的
過
税
務
に
成
長
し
、
東
路
八
州
税
務
や
四
路
四
州
税
務
と
し
て
商
人
・
官
吏
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
か
く
の
如
く
史
料
に
列
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

永
城
県
や
正
陽
鎮
が
一
徴
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
事
実
が
考
証
さ
れ
る

と
、
東
路
は
八
州
八
ケ
所
税
務
の
過
税
、
西
路
は
四
州
四
ケ
所
税
務
の
過
税
を
徴
収
し
、

の
文
句
か
ら
も
明
き
ら
か
で
あ
る
。

一
州
一
徴
過
税
原
則
に
則
っ
て
い
た
事
唱
は
此
の
史
料



以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
数
州
を
一
貫
し
て
通
過
す
る
商
品
の
過
税
徴
収
税
務
の
数
と
個
々
説
務
の
実
態
と
を
調
べ
る
事
に
よ
っ
て
一
徴
制

度
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
証
明
し
、
併
せ
て
第
一
表
に
於
い
て
何
故
事
品
川
永
城
県
だ
け
が
他
県
に
比
し
て
税
額
が
多
い
か
と
い
う
理
由
を
も

考
察
し
得
た
と
思
う
。
宋
会
要
商
税
額
統
計
を
見
る
と
、
永
城
県
や
正
陽
鎮
の
よ
う
に
一
徴
過
税
を
徴
収
し
て
税
額
の
増
大
し
た
と
思
わ
れ
る

県
鎖
以
下
税
務
は
他
に
も
相
当
多
い
。
要
す
る
に
一
徴
過
税
は
州
治
を
中
心
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
中
に
は
交
通
要
衝
に
あ
る

県
鎮
以
下
税
務
に
於
い
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
も
間
々
あ
る
事
が
判
明
し
た
。
そ
の
他
の
県
鎮
以
下
税
務
の
大
部
分
は
、
過
税
を
徴
収
せ
ぬ
住
税

専
門
の
税
務
た
る
性
格
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
事
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
此
れ
か
ら
先
の
問
題
は
一
徴
制
度
の
内
容
に
渉
る
も
の
で
あ
る
か
ら

後
に
考
察
す
る
。

以
上
長
々
と
述
べ
来
っ
た
事
に
よ
っ
て
、
北
宋
時
代
に
は
一
徴
制
度
が
全
面
的
に
行
わ
れ
て
い
た
事
が
明
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
し
か

し
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
な
る
と
、

一
州
内
諸
税
務
相
互
の
関
報
を
介
す
る
有
機
的
関
係
が
失
わ
れ
、
税
務
は
一
州
を
単
位
と
し
て
過
税
徴
収

を
行
わ
ず
、
個
々
税
務
を
単
位
と
し
て
過
税
徴
収
を
行
う
方
向
に
動
い
た
為
め
に
、

一
徴
原
則
は
全
く
空
文
兆
し
、
北
宋
初
期
か
ら
の
古
い
伝

統
あ
る
税
務
と
い
う
条
件
さ
え
あ
れ
ば
、
軒
並
に
過
税
を
徴
収
し
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
宋
会
要
食
貨
一
人
商
税
雑
録
乾
道
六
年
八
月
三

自
の
条
に

樺
江
南
東
路
転
運
副
使
張
松
言
、
照
樹
、
沿
江
自
蕪
湖
懸
至
釆
石
鎮
一
州
雨
税
。
質
露
不
便
。
叉
和
州
界
有
西
釆
石
。
客
旅
往
来
一
日
之

問
、
三
過
場
務
。
刻
剥
太
甚
。
縁
太
平
州
釆
石
去
州
豚
梢
遠
、
乞
府
租
額
併
蹄
蕪
湖
蘇
。
従
之
。
既
而
戸
部
言
、
釆
石
税
務
係
慶
歴
間
起

置
。
経
ム
ユ
百
六
十
五
年
、
不
曽
併
在
蕪
湖
、
：
：
・
：
：
（
中
略
）

j
i－
－
、
乞
依
祖
宗
成
法
。
従
之
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
の
は
、
南
宋
過
税
の
状
態
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
蕪
湖
県
税
務
と
釆
石
鎮
税
務
の
税
額
は
宋
会
要
照
寧
十
年
商
税
統
計

に
載
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
蕪
湖
一
万
三
千
貫
強
、
釆
石
鎮
千
三
百
貫
強
で
、
北
宋
時
代
に
於
い
て
は
、
蕪
湖
県
税
務
が
一
徴
過
税
を
徴
収
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
南
宋
に
な
る
と
、
百
六
十
五
年
の
昔
か
ら
租
宗
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
税
務
と
い
う
資
格
で
、
夫
々
独
立
し
て

北
宋
の
過
税
制
度

九
七



北

突

の

過

税

制

度

九
八

重
複
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

此
れ
を
一
州
一
徴
に
し
よ
う
と
の
上
奏
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
依
祖
宗
成
法
」
を
口
実
と

し
て
両
者
共
重
複
過
税
の
ま
ま
存
置
す
る
結
論
に
な
っ
た
の
は
、
北
宋
過
税
原
則
施
行
の
実
際
を
見
失
っ
た
皮
肉
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
税
制

の
乱
れ
た
南
宋
に
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
「
一
州
雨
税
。
質
需
不
便
」
と
云
わ
せ
た
の
は
北
宋
の
一
徴
原
則
の
伝
統
を
示
す
の
に
充
分
で
あ

る
。
叉
、
南
宋
に
於
い
て
は
、
既
に
抽
解
を
経
た
商
品
に
は
一
州
内
或
い
は
二
州
内
の
過
税
徴
収
を
禁
止
し
て
い
る
の
出
、
こ
れ
亦
北
宋
一
徴

過
税
原
則
の
残
存
形
態
で
あ
ろ
う
。

一
州
一
徴
過
税
制
度
の
実
態

前
章
に
於
い
て
、
北
宋
の
過
税
は
一
州
一
徴
を
原
則
と
し
て
い
た
事
を
考
察
し
た
が
、
此
の
過
税
原
則
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
貫

か
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
の
か
。
そ
の
制
度
の
実
簡
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
説
明
の
便
宜
上
、
数
州
内
を
一
貫
し
て
通
過
す
る
商
品
の
始
発

地
か
ら
販
売
地
に
至
る
ま
で
の
過
税
徴
収
状
態
を
例
に
と
る
。

流
通
商
品
が
既
に
課
税
済
み
か
ど
う
か
を
証
明
す
る
の
は
、
商
税
徴
収
済
証
明
書
と
し
て
の
機
能
を
も
果
す
商
税
公
拠
の
役
割
で
、
公
拠
は

そ
の
発
行
地
の
商
税
納
入
済
を
証
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
州
に
入
っ
た
時
に
は
そ
の
地
の
納
税
済
を
も
券
面
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

到
着
地
に
至
る
迄
有
用
で
あ
る
。
従
っ
て
商
人
は
先
づ
始
発
地
に
於
い
て
、

そ
の
州
の
過
税
を
納
入
し
公
拠
を
入
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
公
拠
を

発
行
す
る
の
は
主
と
し
て
州
治
商
税
務
で
あ
る
が
、
県
鎮
の
商
税
務
で
も
地
理
上
か
ら
発
行
す
る
必
要
が
あ
り
且
つ
発
行
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
宋
会
要
食
貨
ニ
四
盟
法
雑
録
元
祐
六
年
二
月
六
日
の
条
に

A

日｝

提
皐
河
北
塩
税
司
請
、
自
今
許
令
商
買
以
所
販
麗
於
有
監
官
慮
所
属
場
務
輸
納
税
錦
、
出
給
小
引
、
量
所
賀
鹿
人
戸
多
寡
給
日
限
、
般
運

赴
無
監
官
鎖
市
、
従
便
出
費
。
従
之
。

と
あ
る
の
は
、
宮
売
よ
り
通
商
と
な
っ
た
腫
の
商
税
徴
収
方
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
れ
は
他
の
商
品
の
商
税
徴
収
方
法
に
倣
っ
て
、



始
発
地
の
監
官
の
居
る
商
税
務
に
過
税
を
含
め
た
商
税
を
納
入
し
商
税
公
拠
を
受
取
っ
た
事
を
示
す
。
監
官
の
居
な
い
小
さ
な
鎮
な
ど
で
は
公

拠
は
発
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
監
官
の
居
る
商
税
務
と
は
ど
の
程
度
の
大
き
さ
の
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
県
以
上
の
商
税
務
が
普

通
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宋
会
要
食
貨
三

O
茶
法
雑
録
元
豊
二
年
四
月
二
十
人
目
の
条
に
も

叉
言
、
（
提
畢
成
都
府
等
路
茶
場
司
）
洋
州
西
郷
牒
茶
、

奮
典
照
河
秦
鳳
路
蕃
漢
詩
市
。
而
商
人
私
販
、
南
入
巴
達
州
、
東
北
入
金
州
永

興
軍
鳳
調
府
。
官
未
置
場
以
前
、
於
州
界
仙
遊
少
府
鶏
雄
蹄
仁
洋
口
等
鋸
鋪
差
牙
校
、
編
欄
抄
種
、
指
州
鯨
輸
税
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
州
の
過
税
を
納
入
せ
ず
従
っ
て
公
拠
を
も
持
た
ず
し
て
他
州
に
出
ょ
う
と
し
た
商
人
ぞ
、
州
境
に
於
い
て
阻
止
摘
発
し
「
指

州
県
輸
税
」
さ
せ
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
見
る
と
、
商
人
が
始
発
州
に
於
い
て
そ
の
州
の
公
拠
を
入
手
す
る
の
は
県
以
上

の
商
税
務
に
於
い
て
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
県
は
恐
ら
く
州
か
ら
委
託
さ
れ
、
州
の
監
督
を
受
け
て
公
拠
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
商
人
は
始
発
州
の
公
拠
を
入
手
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
州
境
を
越
え
て
も
良
い
と
い
う
許
可
と
そ
の
州
内
で
は
二
度
と
過
税

を
課
さ
れ
ぬ
権
利
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
苦
し
脱
税
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
、
州
境
で
の
厳
し
い
検
察
を
抜
け
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
無
事
越
境
し

た
と
し
て
も
、
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
鷲
五
年
九
月
の
条
に
、

免
襲
州
買
銀
税
銭
。
先
是
本
州
買
上
供
銀
。
醤
例
商
人
資
銀
入
城
者
、
毎
爾
税
銭
四
百
五
十
文
足
。
如
無
隣
州
公
引
即
倍
税
之
。
以
是
商

人
牢
復
販
霞
而
所
買
殊
少
。

と
て
、
「
如
無
隣
州
公
引
即
倍
税
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、

隣
州
の
脱
税
し
た
分
を
徴
収
さ
れ
る
事
に
な
る
。

此
の
倍
税
が
隣
州
の
過
税
と
聾
州

の
過
税
と
を
合
計
し
た
二
倍
の
過
税
で
あ
る
な
ら
、
元
来
隣
州
の
過
説
を
脱
税
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
徴
収
さ
れ
て
も
元
々
で
あ
り
、
脱

税
失
敗
し
て
も
損
得
無
し
で
大
し
た
事
は
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
も
此
の
倍
税
は
脱
税
し
た
隣
州
過
説
分
の
倍
税
で
あ
り
、
要
州
の
過
税

を
合
わ
せ
る
と
三
倍
に
な
る
の
で
は
無
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宋
会
要
職
官
二
七
都
商
税
院
至
道
元
年
十
月
の
条
に

詔
都
商
税
院
、
毎
客
旅
持
雑
物
香
薬
執
地
頭
引
者
、
不
問
一
年
上
下
、
只
作
有
引
税
二
十
銭
。
無
引
者
税
七
十
五
銭
。

北

宋

の

過

税

制

度

九
九



北

宋

の

過

税

制

一。。

と
あ
っ
て
、
無
引
税
が
有
引
税
の
三
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
の
は
、
此
の
間
の
事
情
を
示
し
そ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
聾
州
や
都
城
は
買
銀
や

都
城
繁
栄
の
政
策
上
、
倍
税
と
い
う
寛
大
な
脱
税
措
置
を
取
っ
て
い
た
が
、
普
通
に
は
脱
税
に
は
「
漏
税
罰
」
が
あ
り
、
商
品
没
収
と
体
刑
を

課
さ
れ
る
か
ら
脱
税
は
得
策
で
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ど
の
州
で
も
有
る
よ
う
な
普
辺
的
商
品
は
州
壌
を
越
え
て
し
ま
い
さ
え
す

れ
ば
脱
税
た
る
事
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
検
察
逃
れ
の
間
道
通
行
は
多
か
っ
た
も
の
と
見
え
、
宋
会
要
方
域
一
一
一
関
雑
録
天
聖
六
年
九
月
の
条

lと、

上
封
者
言
、
西
川
往
来
商
旅
、
有
公
前
者
則
由
剣
門
経
過
。
無
者
並
自
闘
州
往
来
。
蓋
自
利
州
入
同
州
由
霞
萌
菜
、
並
有
私
路
入
川
。
乞

令
蔑
萌
案
依
剣
州
置
閥
、
委
本
案
使
臣
験
認
公
濁
放
令
往
来
。
従
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
無
公
拠
聞
道
通
行
の
記
事
が
見
え
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
商
人
の
聞
道
通
行
と
そ
れ
に
対
処
す
る
官
側
の

節
護
堕
小
税
務
設
置
と
の
原
初
的
関
係
が
窺
え
る
。
要
す
る
に
数
州
を
通
過
せ
ん
と
す
る
商
人
は
、
原
則
的
に
は
先
づ
始
発
州
の
州
治
或
い

一「

纂

は
県
治
税
務
に
於
い
て
持
参
商
品
額
に
対
応
す
る
そ
の
州
の
過
税
を
納
入
し
、
引
替
に
公
拠
を
受
取
り
、
途
次
州
境
税
務
或
い
は
検
察
所
の
験

認
を
経
て
隣
州
に
入
る
の
で
あ
る
。

途
次
の
州
境
内
に
入
っ
た
商
人
は
、
州
境
の
税
務
或
い
は
検
察
所
に
於
い
て
公
拠
と
商
品
の
験
認
を
受
け
、
通
過
を
認
め
ら
れ
る
と
、
直
ち

に
州
治
或
い
は
過
説
を
徴
収
す
る
県
鎮
税
務
に
直
行
し
て
そ
の
州
の
過
税
を
納
入
し
、
持
っ
て
い
た
公
拠
に
「
批
引
」
を
受
け
る
。
此
の
間
に

関
報
組
織
が
働
き
脱
税
を
防
ぐ
。
か
く
し
て
、
通
過
商
品
の
過
税
は
州
治
或
い
は
要
衝
県
鎮
過
税
徴
収
税
務
に
集
中
し
て
徴
収
さ
れ
る
事
と
な

り
、
商
税
統
計
で
見
出
し
た
よ
う
に
、
州
治
税
務
或
い
は
要
衝
県
鎮
税
務
の
商
税
額
が
他
県
鎮
を
圧
し
て
多
額
と
な
る
。
此
の
通
過
州
の
過
税

徴
収
状
態
に
就
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
直
接
史
料
が
少
い
の
で
詳
細
に
描
写
し
難
く
、
特
に
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
鵡
元
年
十
一

月
の
記
事
に
、

駕
部
員
外
郎
張
紳
言
、
定
海
客
旅
於
潤
州
及
往
程
州
軍
雨
次
納
税
銭
。
必
恐
興
販
少
利
。
乞
下
南
街
轄
運
司
、
如
行
船
不
経
沿
路
地
分
、



只
納
一
鹿
説
銭
。
従
之
。

と
あ
る
に
至
つ
て
は
、
何
故
そ
れ
等
の
州
を
通
過
す
る
商
品
に
対
し
て
一
州
内
二
度
も
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
の
か
考
証
し
難
い
。
先
述
の
様

に
抽
解
は
関
係
な
い
か
ら
、
思
う
に
此
れ
等
の
州
に
於
い
て
は
、
水
路
が
広
大
な
為
め
、
州
境
の
税
務
或
い
は
検
察
所
か
ら
州
治
に
商
船
を
直

行
さ
せ
同
時
に
関
報
し
で
も
、
そ
の
聞
に
脱
税
の
余
地
が
多
々
あ
る
の
で
、

一
州
内
諸
税
務
間
相
互
の
連
絡
完
備
に
よ
る
一
徴
過
税
徴
収
操
作

が
整
わ
ず
、
重
要
交
通
路
線
上
に
位
置
す
る
県
鎮
税
務
と
州
治
税
務
と
が
夫
々
独
立
し
て
、
南
宋
に
見
ら
れ
る
如
く
、
別
個
に
過
税
を
重
複
徴

収
す
る
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
見
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
疑
問
で
あ
る
。
要
す
る
に
通
過
州
内
で
は
州
壌
の
税
務
或
い
は
検
察
所
に

於
い
て
、
前
州
の
会
拠
と
商
品
を
対
称
験
認
さ
れ
、
そ
の
後
は
関
報
組
織
に
見
張
ら
れ
つ
つ
、
多
く
は
州
治
税
務
に
赴
い
て
そ
の
州
の
過
税
を

納
入
し
公
拠
の
批
引
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
間
々
州
治
税
務
で
徴
収
し
難
い
場
合
に
は
、
州
境
或
い
は
要
衝
県
鎮
税
務
で
も
そ
の
州
の
過
税
を

徴
収
し
公
拠
を
批
引
し
た
の
で
あ
る
。

州
境
の
税
務
で
は
通
過
商
品
を
検
察
す
る
に
止
め
、
そ
の
過
税
は
州
治
ま
で
商
品
が
移
動
し
た
際
に
徴
収
す
る
と
い
う
過
税
徴
収
操
作
は
、

一
徴
過
税
を
州
治
或
い
は
要
衝
県
鎮
の
税
務
に
集
中
す
る
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
整
備
さ
れ
た
関
報
組
織
を
必
要
と
す

る
。
此
の
関
報
組
織
内
に
あ
っ
て
、
過
税
を
徴
収
し
或
い
は
公
拠
を
発
行
す
る
業
務
を
州
治
税
務
か
ら
委
託
さ
れ
た
要
衝
県
鎮
税
務
は
、
他
の

住
税
を
主
と
す
る
県
鎮
税
務
に
比
し
て
特
別
に
過
税
の
多
い
税
務
で
あ
る
か
ら
、
州
治
税
務
と
合
わ
せ
て
過
税
務
と
称
さ
れ
て
も
良
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
北
宋
の
一
徴
体
制
下
に
於
い
て
は
、
普
通
の
県
鎮
以
下
税
務
は
大
部
分
住
税
中
心
の
住
税
務
で
、
過
税
務
は
州
治
や
要
衝
県
鎮
税
務

に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
な
っ
て
、
個
別
税
務
単
位
の
過
税
徴
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
住
税
務
で
あ
っ

た
も
の
ま
で
が
併
せ
て
過
税
務
の
権
限
を
得
て
重
複
過
税
が
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
北
宋
時
代
に
於
い
て
は
太
平
州
の
蕪
湖
県

は
過
税
務
で
あ
り
釆
石
鎮
は
住
税
務
で
あ
っ
た
が
、
南
宋
で
は
両
者
共
過
税
務
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
現
象
で
あ
る
。
宋
会
要
食
貨
一
入
商
税

雑
録
淳
照
十
四
年
八
月
十
三
日
の
条
に
、

北

突

の

遇

税

制

度

！。



北
宋
の
過
税
制
度

。

准
西
組
領
越
汝
誼
言
、
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
叉
額
外
増
置
場
務
。
初
以
収
各
州
土
産
物
貨
住
税
矯
額
。
而
馴
致
収
客
旅
往
来
之
税
。
如
揮
州
之

橋
口
隆
輿
府
之
樵
舎
江
州
之
湖
口
和
州
之
施
一
見
却
類
是
也
。
行
旅
之
人
受
重
征
苛
取
之
苦
o

と
あ
る
の
は
、
新
置
の
住
税
務
で
さ
え
も
が
過
税
務
に
展
開
し
て
行
っ
た
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
此
の
過
税
徴
収
権
限
の
拡
大
が
更
に
甚

し
く
な
る
と
、
比
れ
等
の
県
鎮
以
下
税
務
か
ら
更
に
派
出
さ
れ
て
、
僅
か
な
交
通
路
線
の
要
衝
に
ま
で
過
税
徴
収
・
公
拠
発
行
の
為
め
の
出
張

所
が
乱
設
さ
れ
る
。
此
れ
が
南
宋
の
「
発
関
引
所
L

或
い
は
「
纂
節
」
発
引
所
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
纂
節
発
引
は
、
そ
れ
が
一
徴
過
税

原
則
に
立
っ
て
為
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
来
間
道
を
通
行
し
て
い
た
商
人
の
過
税
徴
収
に
は
有
効
で
あ
る
が
、

一
徴
原
則
も
関
報
組
織
も
乱
れ
た

南
宋
に
あ
っ
て
は
、
重
複
過
税
の
弊
害
を
極
め
て
甚
だ
し
く
し
た
に
過
ぎ
ず
、
南
宋
安
定
期
に
至
っ
て
重
複
過
税
が
廃
除
さ
れ
て
来
る
と
、
公

拠
入
手
の
便
宜
か
ら
纂
節
発
引
が
商
人
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
場
合
も
僅
か
な
が
ら
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

さ
て
数
州
を
通
過
し
て
来
た
商
人
は
、
目
的
地
と
し
た
州
に
到
着
す
る
と
、
そ
の
州
境
県
鎮
税
務
或
い
は
検
察
所
で
検
認
を
受
け
、
州
治
で

販
売
す
る
予
定
の
場
合
に
は
、
州
治
税
務
に
於
い
て
そ
の
州
の
過
税
と
住
税
と
を
徴
収
さ
れ
る
事
と
な
る
。
叉
、
州
治
の
み
な
ら
ず
沿
路
県
鎮

で
販
売
す
る
予
定
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
州
境
県
鎮
税
務
で
直
ち
に
過
税
を
徴
収
さ
れ
公
拠
に
批
引
ぞ
受
け
る
。
第
二
章
で
掲
げ
た
開
封
府

生
鉄
器
商
税
記
事
が
そ
の
中
心
史
料
で
あ
る
。
到
着
地
で
も
過
税
徴
収
の
際
に
参
考
と
な
る
の
は
出
発
地
の
公
拠
で
、
宋
会
要
職
官
二
七
都
商

税
院
大
中
祥
符
三
年
五
月
の
記
事
に
、

詔
商
税
院
、
並
依
版
携
例
収
税
。
の
取
脚
地
引
看
験
、
如
無
引
、
毎
千
収
税
三
倍
。

と
あ
っ
て
、

久
間
倍
を
徴
収
し
て
い
る
o

叉
、
同
書
同
項
至
道
元
年
十
月
の
条
に
も
、

明
き
ら
か
に
他
州
か
ら
入
っ
て
来
た
商
品
で
公
拠
を
持
た
ぬ
場
合
に
は
、

通
過
州
の
過
税
を
脱
税
し
た
も
の
と
見
て
、

普
通
税

詔
都
商
税
院
、
毎
客
旅
持
雑
物
番
薬
執
地
頭
引
者
、
不
問
一
年
上
下
、
只
作
有
引
税
二
十
銭
。
無
引
者
、
税
七
十
五
銭
。

と
あ
っ
て
、
出
発
地
の
公
拠
を
持
た
な
い
場
合
に
は
普
通
税
の
四
倍
近
く
を
徴
収
し
て
い
る
。



以
上
、
数
州
を
通
過
す
る
商
品
の
過
税
徴
収
の
実
状
に
就
い
て
略
述
し
た
が
、
要
す
る
に
、
商
人
は
公
拠
に
よ
っ
て
一
徴
過
税
を
納
入
し
た

事
を
証
明
さ
れ
、
諸
税
務
は
関
報
組
織
と
税
務
聞
の
過
税
集
中
操
作
と
に
よ
っ
て
、

一
徴
過
税
原
則
を
過
税
徴
収
の
現
場
に
於
い
て
実
現
す
る

を
得
た
の
で
あ
る
。
長
引
制
度
は
此
れ
等
の
諸
州
税
務
の
事
務
手
続
を
簡
単
に
し
、
過
税
見
銭
を
都
城
に
集
中
し
、
過
税
額
を
州
治
税
務
或
い

は
要
衝
県
鎮
税
務
に
集
中
す
る
だ
け
で
、
此
の
基
本
的
実
態
に
は
変
り
は
な
い
。

数
州
を
通
過
す
る
商
品
の
過
税
の
外
に
、

一
州
内
を
始
発
地
と
し
て
そ
の
州
内
の
み
を
移
動
す
る
商
品
の
過
税
が
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
先

に
言
え
ば
、
過
税
務
が
州
治
や
要
衝
県
鎮
に
制
限
さ
れ
て
い
た
北
宋
時
代
に
於
い
て
は
、
些
細
な
州
内
流
通
商
品
の
過
説
は
さ
ま
で
徴
収
が
厳

格
で
な
く
、
商
品
が
過
税
務
を
通
過
し
な
い
限
り
過
税
は
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
州
内

の
避
地
た
る
郷
村
地
帯
に
て
は
「
販
夫
販
婦
細
砕
交
易
」
は
過
税
も
住
税
も
全
く
徴
収
さ
れ
ぬ
事
実
が
あ
り
、
第
二
に
、
広
南
の
趨
市
で
は
過

税
は
徴
収
さ
れ
ず
し
て
住
税
の
み
が
取
ら
れ
、
第
三
に
、
大
部
分
の
県
鎮
以
下
小
都
市
税
務
は
「
土
産
物
質
住
税
」
を
徴
収
す
る
の
み
で
あ
っ

た
事
な
ど
が
、
過
税
務
で
な
い
県
鎮
以
下
税
務
で
州
内
移
動
商
品
の
過
税
を
徴
収
し
な
か
っ
た
証
拠
と
な
る
。
過
税
務
た
る
州
治
や
要
衝
県
鎮

税
務
で
も
、

そ
の
州
内
生
産
品
の
入
城
販
売
に
際
し
て
、
住
税
と
併
せ
て
過
税
を
徴
収
し
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
む
し
ろ
住
税
の
み
を
徴
収

し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
州
内
生
産
品
で
も
、
そ
れ
が
過
税
務
の
あ
る
都
市
を
通
過
す
る
場
合
に

は
過
税
を
徴
収
さ
れ
た
か
も
知
れ
ず
、
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
天
聖
二
年
九
月
五
日
の
条
に
、

三
司
請
、
自
今
臆
縁
璃
植
物
色
匹
鳥
、
除
本
州
鯨
使
用
即
免
納
税
、
出
他
境
及
経
由
商
税
底
、
即
依
例
収
税
。

と
み
の
る
腸
躍
の
取
扱
を
参
考
と
す
る
と
、
本
州
内
で
生
産
さ
れ
た
商
品
は
、
普
通
に
は
住
税
だ
け
で
良
い
が
、
州
境
を
出
た
り
過
税
務
を
通
過

す
る
場
合
に
は
過
税
を
徴
収
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

結

語

北

宋

の

過

税

制

度

一O
三



北

宋

の

過

税

制

度

一O
四

北
宋
の
一
州
一
徴
渦
税
制
度
の
実
態
を
見
る
と
、

一
州
一
徴
の
原
則
を
立
て
た
の
は
中
央
集
権
ソ
閏
家
た
る
北
宋
朝
の
政
策
で
あ
り
、
そ
の
原

則
を
実
現
し
得
た
主
要
体
制
は
、

一
州
を
単
位
と
し
て
ど
の
方
向
か
ら
商
品
が
入
っ
て
来
て
も
、

一
州
内
の
特
定
過
税
務
の
ど
れ
か
が
一
度
だ

け
過
税
を
徴
収
し
得
る
よ
う
に
整
え
た
一
州
内
諸
税
務
聞
の
連
絡
操
作
に
力
点
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
此
の
よ
う
な
一
州
内
過
税
徴
収
体
制

か
ら
見
る
と
、
宋
会
要
商
税
統
計
に
現
わ
れ
た
北
宋
の
商
税
額
は
過
税
・
住
税
の
面
で
そ
の
性
格
を
明
瞭
に
さ
せ
る
。
即
わ
ち
、
過
税
の
大
部

分
は
一
徴
原
則
と
州
治
中
心
徴
収
操
作
と
に
よ
っ
て
、
州
治
税
務
或
い
は
要
衝
税
務
に
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
過
税
の
僅
か
な
部
分
が
、

商
品
始
発
地
た
る
県
治
税
務
の
公
拠
発
行
や
到
着
州
第
一
県
鎮
税
務
の
公
拠
発
行
等
に
よ
っ
て
、

一
般
県
鎮
税
務
に
於
い
て
徴
収
さ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
要
衝
な
ら
ま
る
県
鎮
以
下
税
務
の
税
額
は
住
説
の
み
と
見
て
も
差
支
え
な
い
位
で
あ
る
。
過
税
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る

通
行
税
と
し
て
、

一
州
内
移
動
商
品
に
就
い
て
は
「
津
渡
銭
」
が
あ
り
、
商
説
雑
税
に
関
係
深
い
も
の
と
し
て
「
力
勝
銭
」
等
の
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
等
は
過
税
と
か
ら
ま
っ
て
重
複
通
行
税
の
弊
害
を
加
重
す
る
事
ぞ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

｜

｜

終

l
l

註

（1
）
加
藤
繁
氏
「
宋
代
商
税
考
」
（
支
那
経
済
史
考
証
下
）

（2
）
梅
原
郁
氏
「
宋
代
商
税
制
度
補
説
」
（
東
洋
史
研
究
第
十
八
巻
第
四
号
）

（3
）
加
藤
繁
氏
「
宋
代
商
税
考
」

（4
）
青
山
定
雄
氏
「
唐
五
代
の
関
滞
と
商
税
」
（
横
浜
大
学
論
叢
第
二
巻
第
三
号
）

（5
）
梅
原
郁
氏
「
宋
代
商
税
制
度
補
説
」

（6
）
第
二
章
掲
載
の
宋
会
要
食
貸
一
七
商
税
雑
録
天
皇
七
年
正
月
の
記
事
等
参
照
。

（

7
）
 

「
若
山
於
率
界
県
鎮
貨
売
」
と
あ
る
を
訂
正
。



（8
）
公
拠
に
は
公
験
会
引
公
滋
四
郎
由
な
ど
種
々
の
別
称
が
あ
る
。

（

9
）
 

「
客
人
執
在
京
等
貨
務
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（叩）

「
借
路
不
祖
真
楊
等
州
税
銭
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（日）

「
到
麓
州
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（ロ）

「
真
楊
州
高
郵
寧
楚
河
宿
州
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（臼〉

「
正
収
銭
税
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（
日
）
宋
会
要
職
宮
四
四
市
舶
司
隆
興
元
年
十
二
月
十
三
日
の
記
事
。
慶
元
条
法
事
類
巻
第
三
十
六
商
税
勅
厩
庫
勅
内
の
一
記
事
な
ど
参
照
。

（
お
）
長
編
巻
四
百
五
十
五
元
結
六
年
二
月
乙
未
の
記
事
に
は
会
要
の
「
監
官
」
が
「
塩
官
」
と
あ
る
の
は
訂
正
を
要
す
。

（時）

「
有
公
平
者
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（
ロ
）
宋
会
要
食
貨
一
七
商
税
雑
録
政
和
八
年
八
月
十
七
日
の
記
事
・
同
紹
興
三
十
二
年
三
月
二
十
五
日
の
記
事
・
同
書
食
貨
一
八
淳
隈
五
年
八
月
十
九
日
の
記

事
等
々
参
照
。

（お）

「
施
図
以
類
是
也
」
と
あ
る
を
訂
正
。

（
臼
）
倍
の
用
法
に
就
い
て
は
日
野
関
三
郎
氏
「
倍
と
分
」

（
純
真
女
子
短
期
大
学
紀
要
）

北

朱

の

遇

税

制

度

一O
五
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The Kuo-Shui(~ffl.) system of Northern Sung (St;:) 

by T. YUKI 

In the period of Sung Dynasty, the commercial taxes mainly 

consisted of the Kuo-Sui as toll and the Chu-Shui (f±&) as con

sumption tax. The collecting-places of Chu-Shui were established in 

the cities and those of Kuo-Shui in cities or traffic centres. The 

former studies have considered that it was enough for Chu-Shui to 

be paid once for all in the cities, while Kuo-Shui, on the other 

hand, must have been paid as many times as to pass through the 

toll-gates. In consideration of the fact that ten and more toll-gates 

were set up only in one among over four hundreds provinces of 

Northern Sung Empire, it seems that the circulation of commodities 

must have been greatly hindered by the frequent collections of tolls. 

Such a heavy burden of tolls has been considered hitherto as a matter 

of course under the despotism, and so came not into question at all. 

I cleared here in hand of detailed materials that the K uo-Shui 

of Northern Sung in fact was not so heavy, but collected in principle 

only once in a province. 
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